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在
宅
で
生
活
を
し
て
い
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
に
自
宅
訪
問
に
よ

る
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
券
を
10
月
中
旬
に
交
付
し
ま
す
。

【
支
給
内
容
】

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
（
散
髪
の
み
）
１
枚
（
平
成
28
年
３
月
21
日
ま
で
利
用
可
）

申
請
時
に
、
利
用
す
る
理
美
容
店
を
選
択
し
ま
す
。

【
自
己
負
担
額
】

原
則
利
用
料
の
１
割
（
４
５
０
円
）

【
受
付
期
間
】

９
月
１
日
（
火
）
〜
15
日
（
火
）
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

【
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
人
】

(

注)

施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
、
病
院
に
入
院
し
て
い
る
な
ど
は
除
く
。

《
共
通
要
件
》
９
月
１
日
現
在
で
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

○
平
成
27
年
３
月
〜
８
月
の
間
で
３
か
月
以
上
在
宅
で
生
活
し
て
い
る

○
世
帯
の
平
成
26
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税

○
市
税
、
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る

《
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の
要
件
》

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

●
65
歳
以
上
で
要
介
護
４
・
５
の
認
定
を
受

け
て
い
る

●
65
歳
未
満
で
要
介
護
４
・
５
の
認
定
を
受

け
て
お
り
、
同
居
人
の
す
べ
て
が
65
歳
以

上
ま
た
は
下
記
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
の
手

帳
を
持
っ
て
い
る

《
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
の
要
件
》

次
の
両
方
に
該
当
す
る
人

○
次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
持
っ
て
い
る

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体
不
自
由
・
視

覚
・
内
部
）
１
、
２
級

②
療
育
手
帳
Ａ
１
、
Ａ
２

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
、
２
級

○
同
居
人
の
す
べ
て
が
65
歳
以
上
ま
た
は
前

記
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
持
っ
て

い
る

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

衛
生
材
料
支
給
券
を
交
付
し
ま
す

■問
高
齢
福
祉
介
護
課
（
7
６
５
‐
７
７
８
９
）

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
（
7
６
５
‐
６
５
１
８
）

申
請
窓
口

高
齢
福
祉
介
護
課
〈
東
館
１
階
〉

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

※
申
請
書
は
、
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

申
請
窓
口

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
〈
西
館
１
階
〉

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

持
ち
物

お
持
ち
の
手
帳

※
申
請
書
は
、
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
や
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
な
ど
に
、
衛
生

的
に
す
ご
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
紙
お
む
つ
等
支
給
券
を
交
付
し
ま
す
。

【
支
給
内
容
】

２
万
７
千
円
分
の
支
給
券
（
３
月
21
日
ま
で
利
用
可
）

【
集
中
受
付
期
間
】

９
月
１
日
（
火
）
〜
15
日
（
火
）
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

【
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
人
】

（
注)

施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
や
入
院
中
の
人
、
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業
で
紙
お
む
つ
の
交

付
を
受
け
て
い
る
人
な
ど
は
除
く
。

申
請
時
に
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

○
次
の
ア
〜
ウ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

ア
要
介
護
３
、
４
、
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る

イ
身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体
不
自
由
）
１
級
、
２
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
（
３
歳
以
上
）

ウ
療
育
手
帳
Ａ
１
、
Ａ
２
の
交
付
を
受
け
て
い
る
（
３
歳
以
上
）

○
申
請
日
前
６
か
月
の
う
ち
３
か
月
以
上
在
宅
生
活
を
し
て
い
た

○
常
時
お
む
つ
が
必
要
で
、
現
在
も
使
用
し
て
い
る

○
世
帯
の
平
成
26
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税

○
市
税
、
介
護
保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る

■問
高
齢
福
祉
介
護
課
（
7
６
５
‐
７
７
８
９
）

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
（
7
６
５
‐
６
５
１
８
）

申
請
窓
口

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
…
高
齢
福
祉
介
護
課
　
〈
東
館
１
階
〉

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
…
…
…
…
し
ょ
う
が
い
福
祉
課
〈
西
館
１
階
〉

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

持
ち
物

し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
は
お
持
ち
の
手
帳

※
申
請
書
は
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

※
今
後
、
新
た
に
対
象
と
な
っ
た
場
合
は
随
時
申
請
を
受
付
け
ま
す
。

指
定
管
理
者
と
し
て
、
平
成
28
年
４
月
か
ら
施
設
の
管
理

運
営
を
し
て
い
た
だ
け
る
法
人
や
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

●
募
集
す
る
施
設
お
よ
び
担
当
課

長
浜
バ
イ
オ
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

商
工
振
興
課
〈
西
館
２
階
〉
7
６
５
‐
８
７
６
６

●
指
定
管
理
予
定
期
間

５
年
間
（
平
成
28
年
４
月
１
日
〜
平
成
33
年
３
月
31
日
）

●
募
集
要
項
の
配
布

【
期
　
間
】
９
月
１
日
（
火
）
〜
10
月
５
日
（
月
）

平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

【
場
　
所
】
商
工
振
興
課

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

●
申
請
書
類
の
提
出

【
期
　
間
】
９
月
29
日
（
火
）
〜
10
月
５
日
（
月
）

【
提
出
先
】
直
接
担
当
課
ま
で

※
指
定
管
理
者
制
度
と
は
…

民
間
の
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
を
含
め
、
法
人
や
団
体
（
個

人
は
不
可
）
で
あ
れ
ば
、
市
に
代
わ
っ
て
公
共
施
設
の
管
理

運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
、
民
間
の
専
門
性
や
ノ

ウ
ハ
ウ
を
施
設
の
管
理
運
営
に
活
か
す
こ
と
に
よ
り
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
経
費
の
削
減
な
ど
を
図
る
も
の
で
す
。

び
わ
地
区
、
西
黒
田
神
田
地
区
の
み
で
発
行
さ
れ
て
い
た

乗
合
タ
ク
シ
ー
の
お
得
な
利
用
回
数
券
を
、
10
月
１
日
か
ら
、

現
在
運
行
中
の
全
４
地
区
で
発
行
し
ま
す
。

ま
た
、
回
数
券
対
象
地
区
の
拡
大
に
伴
い
、
料
金
の
設
定

を
見
直
し
ま
す
。

【
対
象
地
区
】
浅
井
・
び
わ
・
西
黒
田
神
田
・
木
之
本

【
料
　
　
金
】
12
枚
綴
り
３，
０
０
０
円

※
変
更
前
の
回
数
券
は
、
10
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

※
回
数
券
は
全
４
地
区
共
通
で
利
用
で
き
ま
す
が
、
乗
合
タ

ク
シ
ー
の
利
用
は
地
区
ご
と
に
事
前
登
録
が
必
要
で
す
。

【
販
売
所
】
※
10
月
１
日
以
降

滋
賀
中
央
タ
ク
シ
ー
㈱
（
浅
井
）

7
７
４
‐
４
５
６
６

近
江
タ
ク
シ
ー
㈱
長
浜
営
業
所
（
び
わ
・
西
黒
田
神
田
）

7
６
２
‐
０
１
０
６

伊
香
交
通
㈱
（
木
之
本
）

7
８
２
‐
２
１
３
５

市
公
共
施
設
の
指
定
管
理
者
を

募
集
し
ま
す

乗
合
タ
ク
シ
ー
お
得
な
回
数
券
を

全
４
地
区
で
発
行
し
ま
す

■問
都
市
計
画
課
（
7
６
５
‐
６
５
６
２
）

９
月
27
日(

日)

は
、
ク
リ
ス
タ
ル
プ
ラ
ザ
、
ク
リ
ー
ン
プ

ラ
ン
ト
お
よ
び
伊
香
ク
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
で
家
庭
ご
み
の
持
込

み
を
受
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
時
間(

各
施
設
と
も)

８
時
30
分
〜
12
時
、
13
時
〜
16
時
30
分

◆
次
回
の
持
込
み
受
付
予
定
日
　
10
月
25
日(

日)

９
月
27
日
は

ご
み
の
持
込
み
が
可
能
で
す

■問
環
境
保
全
課
（
7
６
５
‐
６
５
１
３
）

■問
行
政
経
営
改
革
課
（
7
６
５
‐
６
７
０
２
）

国勢調査は、日本の未来を描くために必要なデータを得るために実施します。
社会福祉、雇用政策、生活環境の整備、防災対策など、私たちの暮らしのために役立てられます。

９月上旬頃から、インターネット回答のための書類を調査員
がお配りします。回答がなかった世帯に、紙の調査票を配布
（９月下旬）して調査を行います。

インターネットでの回答期限は

９月10日(木)～20日(日)です

平成27年度　国勢調査
インターネットで回答できます！

■問総務課 （7６５－６５０３）


